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報道関係者 各位 平成24年７月20日

【照会先】

第三部会担当審査総括室

室長 瀬 野 康 夫

（直通電話） 03-5403-2172

東急バス(審査再開)不当労働行為再審査事件

（平成23年(不再)第68号、旧事件平成17年(不再)第40･43号）

命令書交付について

中央労働委員会第三部会（部会長 都築弘）は、平成24年７月19日、標記事件に関する命令書を関

係当事者に交付しましたので、お知らせします。

命令の概要は、次の通りです。

【命令のポイント】

～ 取消訴訟の確定判決によって「不当労働行為に該当する」ことが確定したにも関わらず、再

開した労働委員会の審査で、改めて「不当労働行為に該当しない」と会社が主張することは許

されない、とした事案 ～

残業割当てを行わなかったことが不当労働行為に当たるとして差別的取扱いの禁止等を命じ

た中労委命令は、その後の裁判所の確定判決により支持され、不当労働行為が成立するか否か

については決着済みである。本件は、確定判決で救済方法の一部が誤りとされたため審査を再

開したものであり、不当労働行為の成立について改めて争うという会社の主張を許すと、決着

済みの事項について蒸し返すこととなる。不当労働行為の該当性については、裁判所の判断に

よって、事実認定をも含めて国家機関の最終的判断がなされたと解すべきであり、いわゆるキ

ャッチボール現象を避けるためにも、会社が不当労働行為の成立について改めて争うことは、

信義則に反することであり、許されない。

Ⅰ 当事者

会社：東急バス株式会社(東京都目黒区)従業員約1900名〔平成15年12月現在〕

組合：全労協全国一般東京労働組合(東京都千代田区）組合員約4000名〔平成15年12月現在〕

Ⅱ 事案の概要

１ 組合は、会社が、組合員である乗務員に対し、残業扱いとなる乗務の割当て（以下「残業割

当て」という。）を行わなかったことが不当労働行為に当たるとして、東京都労働委員会（以下

「東京都労委」という。）に救済を申し立てた。

２ 東京都労委は、残業割当てを行わなかったことが不当労働行為に当たると認めて、差別取扱い

の禁止及び文書掲示を命じたところ、会社及び組合は、これらを不服として再審査を申し立てた。

３ 当委員会は、不当労働行為の成否に関する初審の判断を支持し、東京都労委の救済に加えバッ

クペイを命じた（以下「中労委命令」という。）。

４ 会社及び組合はこれを不服として東京地方裁判所（以下「東京地裁」という。）に取消訴訟を

提起した。東京地裁は、中労委命令がＡに関するバックペイを命じた部分について、４か月間

の欠勤期間を除外しなかったことが裁量を逸脱したとして、Ａへのバックペイ命令部分を取り
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消し、その余の会社の請求及び組合の請求をいずれも棄却した。

４ 組合及び会社は、これを不服として東京高等裁判所（以下「東京高裁」という。）に控訴を提

起したが、東京高裁は、組合及び会社の控訴をいずれも棄却した。

５ さらに、組合及び会社が最高裁判所（以下「最高裁」という。）に上告受理の申立てを行った

が、最高裁は上告不受理決定をした。

６ これを受けて、当委員会は、確定判決で取り消された部分について審査を再開することを決定

した。

Ⅲ 命令の概要

１ 主文

会社は、Ａに対し、129万3600円及び支払済みまで年率５分を乗じた金額を支払わなければな

らない。

２ 判断の要旨

(1) 会社は、Ａに対して残業割当てを行わなかったことについて、改めて不当労働行為の成否を

争うことができるか

中労委命令が、会社がＡに対し残業割当てを行わなかったことが労働組合法第７条第１号の

不利益取扱い及び同条第３号の支配介入の不当労働行為に当たると認定判断し、会社は残業割

当てに当たって、組合員に対し他の乗務員と差別して取り扱ってはならないこと及び文書掲示

を命じていることに対しては、会社提起の取消訴訟において支持され確定した。したがって、

Ａに対する残業割当てを行わなかったことが不当労働行為に当たり、差別取扱いの禁止及び文

書掲示を命じる中労委命令は、会社提起の取消訴訟の棄却判決で決着済みである。それにもか

かわらず、本件において、会社が、Ａに対して残業割当てを行わなかったことが不当労働行為

に当たらないと改めて争う主張を許すならば、実質的には上記確定判決によって組合との間で

決着済みの事項について蒸し返すこととなる。これを当委員会の立場からすれば、先の取消訴

訟における裁判所の判断は、不当労働行為該当性については、事実認定をも含めて国家機関の

最終的判断と解すべきであって、それにつきいわゆるキャッチボール現象を避けるべきである

から、主張を採り上げるべきではないということになる。したがって、会社の上記主張は、信

義則に反して、許されないというべきである。

(2) Ａに対する救済方法として、残業割当てによる不利益分から休職期間４か月のみを除外した

救済を改めて命じることができるか

東京高裁がＡのバックペイについて全部を取り消した趣旨は、裁判所がＡに関して金銭の支

払を命じた部分のうち、私傷病により欠勤した４か月分のものすなわち一部の取消しをすれば

労働委員会の裁量権を制約することになるからであって、決して会社の主張のように、全部を

取り消したからＡに対するバックペイのうち４か月分を除外してその他の部分を維持する内容

の救済方法を採ることが許されないという趣旨ではない。会社の上記主張は、独自の見解であ

って到底採用することはできない。

(3) 救済方法について

会社の主張は主張自体失当であるところ、行政事件訴訟法第33条に規定する取消判決の拘束

力は、当然のことながら判決において処分の違法事由とされた具体的な事由についての判断に

及ぶものと解される。

そこで、当委員会としては、上記取消判決の趣旨に従い、Ａのバックペイについて、会社に

Ａの休職期間４か月分を除外し算出した金額及び支払済みまで年率５分を乗じた金額の支払を

命じることとする。

【参考】 初 審 命 令 平成17年６月９日交付

再 審 査 命 令 平成20年２月７日交付

東京地裁判決 平成22年２月22日決定

東京高裁判決 平成22年11月24日決定

最 高 裁 決 定 平成23年９月30日決定

審査再開決定 平成23年10月19日決定


